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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気取り入れ口と空気吹き出し口とを備えた所定形状のカバーと、
　冷却を要する発熱体と熱的に接続される受熱ブロックと、
　前記受熱ブロックが一方の面に熱的に接続され、前記カバーと係合されて空間部を形成
する熱伝導性を有する底部と、
　前記底部に熱的に接続され、少なくとも空気流入部を備える所定形状を備え、前記空間
部に収納される複数のフィンを前記底部と平行に積層して形成された放熱フィン部であっ
て、前記放熱フィン部は、所定の間隔で積層された複数の薄板状フィンによって形成され
る複数のフィン縁部を備えており、前記複数のフィン縁部には、少なくとも前記遠心ファ
ンに相対する部分円周状の前記空気流入部と、前記空気流入部と連絡し、前記カバーの内
壁に沿って延びる曲線部と、前記吹き出し口に相対する吹き出し部とを備えており、
　回転軸が、前記放熱フィン部の空気流入部近傍に配置された遠心ファンと、
　前記遠心ファンから前記空気吹き出し口に通ずる空気流路としての、前記空間部内にお
ける前記放熱フィン部と前記カバーとの間の前記放熱フィン部を取り除いた、前記放熱フ
ィン部の前記空気流入部と前記曲線部との境界部分から前記空気吹き出し口に向かって曲
線的に徐々に広がる部分とを備え、
　前記遠心ファンは、前記空気取り入れ口から空気を取り入れ、前記放熱フィン部の隣り
合う複数のフィン間に第１の空気流を生じさせると共に、前記カバーの内壁に沿って前記
放熱フィン部を取り除いた部分に、加速され大きな流れである第２の空気流を生じさせる
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ことを特徴とする遠心ファン付ヒートシンク。
【請求項２】
　前記カバーの前記所定形状は、半円周面状に内壁面と、前記内壁面を形成する曲面が変
わる変換部を備えた形状である、請求項１に記載の遠心ファン付ヒートシンク。
【請求項３】
　前記カバーは、前記放熱フィン部の前記空気流入部と前記曲線部との境界部分に対応す
る位置に、前記カバーの前記変換部を備えている、請求項２に記載の遠心ファン付ヒート
シンク。
【請求項４】
　前記空気吹き出し口は、前記第１の空気流と前記第２の空気流の共通の吹き出し口であ
る、請求項１から３の何れか１項に記載の遠心ファン付ヒートシンク。
【請求項５】
　前記受熱ブロックに少なくとも１つのヒートパイプが備えられている、請求項１から４
の何れか１項に記載の遠心ファン付ヒートシンク。
【請求項６】
　前記空気吹き出し口が筐体の外部に向かって設けられる、請求項１から５の何れか１項
に記載の遠心ファン付ヒートシンク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複数の放熱フィン、および、遠心ファンを備えた遠心ファン付ヒートシン
ク、特に、換気量が増大した、コンパクトで放熱効率の高い遠心ファン付ヒートシンクに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＰＵ、素子等の発熱量、発熱密度の増大によって、放熱効率に優れた高性能のヒート
シンクが求められている。更に、パソコン、ゲーム機器等の電子機器では、高さが制限さ
れ、コンパクト、低騒音で、放熱効率の高いヒートシンクが求められている。従来、製造
コストの安価なアルミニウムの押し出し材によるヒートシンクが利用されてきた。押し出
し材によるヒートシンクは、受熱ブロックと放熱フィンとが一体的に形成されるので、製
造は容易であるが、製造上の制限によって放熱フィンのピッチが限定され細かなピッチで
フィンを形成することが技術的に困難であった。
更に、受熱ブロックと放熱フィンの組み合わせだけでは発熱量の増大に対応することが難
しくなり、ヒートパイプを組み合わせたヒートシンクが使用されるようになった。その中
でも、受熱ブロックに一端が取り付けられた垂直に配置された複数のヒートパイプに、薄
板状の多数の放熱フィンが挿通されたタイプのヒートシンクが広く使用されるようになっ
てきた。このようにヒートパイプを使用することによって、放熱面積とフィン効率を向上
し、高発熱量の放熱が可能になる。
【０００３】
　ヒートパイプの内部には作動流体の流路となる空間が設けられ、その空間に収容された
作動流体が、蒸発、凝縮等の相変化や移動をすることによって、熱の移動が行われる。即
ち、ヒートパイプの吸熱側において、ヒートパイプを構成する容器の材質中を熱伝導して
伝わってきた被冷却部品が発する熱により、作動流体が蒸発し、その蒸気がヒートパイプ
の放熱側に移動する。放熱側においては、作動流体の蒸気は冷却され再び液相状態に戻る
。このように液相状態に戻った作動流体は再び吸熱側に移動（還流）する。このような作
動流体の相変態や移動によって熱の移動が行われる。
【０００４】
　通常、受熱ブロックに接続され、垂直に配置された複数のヒートパイプに多数の放熱フ
ィンが挿通されたタイプのヒートシンクを使用する強制冷却方式のヒートシンクの場合に
は、放熱フィンの側面部にファンを取り付けて、被冷却部品の熱をヒートパイプによって
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放熱フィンに移動し、冷却用ファンによって強制的に冷却する。
【特許文献１】特開平１１－３５１７６９号公報
【特許文献２】特開２００１－２１０７６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上述した冷却用ファンを備えた従来のヒートシンクは、フィンの前面の面積が
軸流ファンの面積に匹敵し、ファンの高さが高くなりがちである。このようなヒートシン
クを、パソコン、ゲーム機器等の高さが制限される電子機器に使用する場合には、放熱フ
ィンの高さを低くする代わりに横寸法を大きくした横長のヒートシンクになり、放熱フィ
ンが広くなり、それを冷却するためには小径のファンを多数並べることになり、組み合わ
せるファンの数が多くなってしまう。それと共に騒音が高くなる、更には、電子機器の排
気口が大きくなり、各種端末類の設置場所の確保と相俟って筐体も大型化してしまうとい
う問題点がある。
【０００６】
　更に、性能の高度化に伴って筐体内には多数の発熱素子が配置されているので、より一
層効率的に筐体内の温度を低下させる必要がある。
【０００７】
　従って、この発明の目的は、パソコン、ゲーム機器等の高さが制限される電子機器に使
用する場合においても、筐体内全体の温度をより一層効果的に低下させることができ、高
さを抑え、低騒音かつコンパクトで、放熱効率の高い遠心ファン付ヒートシンクを提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　発明者は、上述した従来の問題点を解決するために研究を重ねた。その結果、複数枚を
所定の間隔で積層配置した放熱フィンの形状を、遠心ファンに対応する概ね半円周形状に
し、カバーと放熱フィンが熱的に接続される熱伝導性に優れた底部によって形成される空
間部において、放熱フィンを通る空気の流れの他に、カバー内壁に沿って吹き出し口に向
かって急速に流れる空気流を生じさせることによって、筐体内における空気の換気量が著
しく増大して、筐体内の温度をより一層効果的に低下させることができることが判明した
。
【０００９】
　即ち、遠心ファンの一方の側は、所定の間隔で積層された放熱フィンの半円周状の空気
流入部が相対し、遠心ファンの他方の側にはカバーの内壁面が直接相対した状態で上述し
た空間部内に配置される。その結果、カバーの内壁面が直接相対した側で、遠心ファンに
よって所定形状のカバー内壁に沿って吹き出し口に向かって空気流が生じる。
【００１０】
　この発明の遠心ファン付ヒートシンクは、上述した研究結果に基づいてなされたもので
あって、この発明の遠心ファン付ヒートシンクの第１の態様は、空気取り入れ口と空気吹
き出し口とを備えた所定形状のカバーと、
　冷却を要する発熱体と熱的に接続される受熱ブロックと、
　前記受熱ブロックが一方の面に熱的に接続され、前記カバーと係合されて空間部を形成
する熱伝導性を有する底部と、
　前記底部に熱的に接続され、少なくとも空気流入部を備える所定形状を備え、前記空間
部に収納される複数のフィンを前記底部と平行に積層して形成された放熱フィン部であっ
て、前記放熱フィン部は、所定の間隔で積層された複数の薄板状フィンによって形成され
る複数のフィン縁部を備えており、前記複数のフィン縁部には、少なくとも前記遠心ファ
ンに相対する部分円周状の前記空気流入部と、前記空気流入部と連絡し、前記カバーの内
壁に沿って延びる曲線部と、前記吹き出し口に相対する吹き出し部とを備えており、
　回転軸が、前記放熱フィン部の空気流入部近傍に配置された遠心ファンと、
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　前記遠心ファンから前記空気吹き出し口に通ずる空気流路としての、前記空間部内にお
ける前記放熱フィン部と前記カバーとの間の前記放熱フィン部を取り除いた、前記放熱フ
ィン部の前記空気流入部と前記曲線部との境界部分から前記空気吹き出し口に向かって徐
々に広がる部分とを備え、
　前記遠心ファンは、前記空気取り入れ口から空気を取り入れ、前記放熱フィン部の隣り
合う複数のフィン間に第１の空気流を生じさせると共に、前記カバーの内壁に沿って前記
放熱フィン部を取り除いた部分に、加速され大きな流れである第２の空気流を生じさせる
ことを特徴とする遠心ファン付ヒートシンクである。
【００１１】
　この発明の遠心ファン付ヒートシンクの第２の態様は、前記カバーの前記所定形状は、
半円周面状の内壁面と、前記内壁面を形成する曲面が変わる変換部を備えた形状である、
遠心ファン付ヒートシンクである。
【００１３】
　この発明の遠心ファン付ヒートシンクの第３の態様は、前記カバーは、前記放熱フィン
部の前記空気流入部と前記曲線部との境界部分に対応する位置に、前記カバーの前記変換
部を備えている、遠心ファン付ヒートシンクである。
【００１４】
　この発明の遠心ファン付ヒートシンクの第４の態様は、前記空気吹き出し口は、前記第
１の空気流と前記第２の空気流の共通の吹き出し口である、遠心ファン付ヒートシンクで
ある。
【００１５】
　この発明の遠心ファン付ヒートシンクの第５の態様は、前記空気吹き出し口は、前記第
１の空気流と前記第２の空気流の共通の吹き出し口である、遠心ファン付ヒートシンクで
ある。
【００１６】
　この発明の遠心ファン付ヒートシンクの第６の態様は、前記空気吹き出し口が筐体の外
部に向かって設けられる、遠心ファン付ヒートシンクである。
【発明の効果】
【００２１】
　この発明の遠心ファン付ヒートシンクによると、遠心ファンの一方側が、所定の間隔で
積層配置した複数の薄板フィンの半円周状の空気流入部に相対して配置され、遠心ファン
の他方の側にはカバーの内壁面が直接相対した状態で空間部内に配置されるので、積層配
置された複数の薄板フィンを通って、吹き出し口に向かって空気が流れると共に、カバー
の内壁面が直接相対した側で、遠心ファンによってカバー内壁に沿って吹き出し口に向か
って空気流が生じる。上述した空気流は加速された流れであることが好ましい。
【００２２】
　従って、一方で、発熱素子から受熱ブロックに伝わった熱は、所定の間隔で積層配置さ
れた複数の薄板フィンに移動し、遠心ファンの空気によって吹き出し口に向かって流れる
空気によって筐体外に放熱される。更に、カバーの内壁面が直接相対した側で、遠心ファ
ンによってカバー内壁に沿って吹き出し口に向かって加速された空気流が生じるので、筐
体内の空気が遠心ファンによって取り込まれ、カバー内壁に沿って生じた空気流によって
、吹き出し口から筐体外に放出される。このように筐体外へ、好ましくは加速流によって
直接排出するので、換気量が増え、発熱体の発熱による筐体内全体の空気温度上昇を抑え
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　この発明の遠心ファン付ヒートシンクを、図面を参照しながら説明する。
【００２４】
　この発明の遠心ファン付ヒートシンクの１つの態様は、空気取り入れ口と吹き出し口を
備えた所定の形状のカバーと、冷却を要する発熱体と熱的に接続する受熱ブロックと、前
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記受熱ブロックが一方の面に熱的に接続され、前記カバーと係合されて空間部を形成する
熱伝導性を有する底部と、前記底部に熱的に接続し、少なくとも円周状の空気流入部を備
える所定形状を備え所定の間隔で積層配置されて、上述した空間部に収納される複数の薄
板状フィンからなる放熱フィン部と、その回転軸が薄板状フィンと概ね垂直になるように
、放熱フィン部の空気流入部に相対して空間部内に配置され、放熱フィン部の上および／
または下方向から空気を取り入れ、放熱フィン部の側方に向かって一部の空気を排出する
と共に、カバーの内壁に沿って吹き出し口に向かって空気流を生じさせる遠心ファンとを
備えた遠心ファン付ヒートシンクである。
【００２５】
　図１は、この発明の遠心ファン付ヒートシンクの１つの態様を表側から見た状態を示す
斜視図である。図２は、図１に示すこの発明の遠心ファン付ヒートシンクの１つの態様を
裏側から見た状態を示す斜視図である。
【００２６】
　図１に示すように、遠心ファン付ヒートシンク１は、遠心ファンへの空気取り入れ口と
、ヒートシンク内を通る空気の吹き出し口を備えた所定の形状のカバー２と、受熱ブロッ
クが一方の面に熱的に接続され、カバー２と係合されて空間部を形成する熱伝導性を有す
る底部３とを備えている。空気取り入れ口には遠心ファン４が取り付けられている。空気
の吹き出し口の一部に、空間部内に配置された所定の間隔で積層された薄板フィン５が見
える。
【００２７】
　図２に示すように、熱伝導性を有する底部３の裏側には、冷却を要する発熱体と熱的に
接続する受熱ブロック６が熱的に接続されている。発熱体とヒートシンクが離れた場所に
ある場合には、例えば、ヒートパイプ７によって発熱体の熱が受熱ブロック６に移動され
る。遠心ファンへの空気取り入れ口は、図２に示すように、ヒートシンクの裏面からも取
り入れるように設けられてもよい。ヒートパイプは丸型のヒートパイプを示しているが、
板状であってもよい。ヒートパイプの数は２本に限定されることはない。
【００２８】
　図１および図２に示すように、ヒートシンク内を通る空気の吹き出し口には、所定の間
隔で積層された複数の薄板フィンが位置しない空間が設けられている。後に詳述するよう
に、遠心ファンによって所定形状のカバー内壁に沿って吹き出し口に向かって加速された
空気流が、この空間を通って、例えば、筐体外に直接排出される。
【００２９】
　図３は、この発明の遠心ファン付ヒートシンクを分解して説明する図である。図３（ａ
）はカバーを示す。図３（ｂ）は所定の間隔で積層された薄板フィンを備えた熱伝導性を
有する底部を示す。図３（ｃ）は遠心ファンを示す。
【００３０】
　図３（ａ）に示すように、カバー２は例えば樹脂等で作製され、空気吹き出し口１１以
外は、壁面によって覆われている。空気取り入れ口１０の上方にカバーの壁面を形成する
曲面が変わる変換部１６を備えている。
【００３１】
　図３（ｂ）に示すように、熱伝導性を有する底部３は概ねカバーと対応した形状を有し
ている。即ち、所定の間隔で積層された複数の薄板フィンの半円周状空気流入部に相対し
て配置される遠心ファンが収容されるドーナツ状部分３－１と、所定の間隔で積層された
薄板フィンが熱的に接続されて配置される部分３－２を備えている。熱伝導性を有する底
部３は、カバー２の壁面を形成する曲面が変わる変換部１６に対応して、変換部１７を備
えている。
【００３２】
　図３（ｃ）に示すように、遠心ファンは、複数のファン（インペラー）４－１とカバー
の空気取り入れ口に取り付けられる周縁部４－２を備えている。例えば、カバーの外側か
らファン４－１が空間内に挿入され、上述したドーナツ状部分に配置されて、周縁部４－
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２に設けられた突起部がカバーの空気取り入れ口の周辺部に固定される。
【００３３】
　更に、図３（ｂ）に示すように、放熱フィン部５は、所定の間隔で積層された複数の薄
板状フィンによって形成される複数のフィン縁部を備えている。即ち、複数のフィン縁部
は、少なくとも遠心ファンに相対する円周状の空気流入部（例えば半円周状）１２と、空
気流入部と連絡し、カバーの内壁に沿って延びる曲線部１３と、吹き出し口に相対する吹
き出し部１４とを備えている。更に、所定の間隔で積層された複数の薄板状フィンは、カ
バーの内壁面と接する別のフィン縁部１５を備えている。
【００３４】
　なお、放熱フィン部は、所定の間隔で積層配置された複数の薄板状フィンの他に、例え
ば、複数のピンフィンを遠心ファンの軸方向に平行に配置して、上述した複数のフィン縁
部を形成するように配置してもよい。更に、空気流入部から吹き出し部に向かって空気が
流れるように、湾曲された板状フィンを櫛歯形状に配置してもよい。いずれにしても、放
熱フィン部は、空気流入部から空気吹き出し口に向かって遠心ファンによって空気が流れ
る形状のものであればよい。
【００３５】
　上述した図３（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すカバー、底部および遠心ファンが組み立て
られて、図１および図２に示すようにこの発明の遠心ファン付ヒートシンクが形成される
。
【００３６】
　図４から図６は、この発明の遠心ファン付ヒートシンクの空気の流れを説明する図であ
る。
【００３７】
　図４に示すように、この発明の遠心ファン付ヒートシンクにおいては、放熱フィン部を
遠心ファンの一方の側のみに配置している。これは、遠心ファンを囲むように遠心ファン
の周囲に放熱フィン部を配置すると、通風抵抗が大きく風量が低下する。その結果、筐体
内の換気量が低下することで筐体内雰囲気温度が上昇し、全てのデバイス温度が上昇する
という問題を解決するものである。
【００３８】
　即ち、この発明の遠心ファン付ヒートシンクにおいては、放熱フィン部内を通過させて
、放熱フィンとの間で熱交換によって冷却する気流と、一方で空間部内の放熱フィンを取
り除いた部分を利用して、カバーの内壁面に沿って生じさせた加速流とによって、換気を
促進している。即ち、この発明の遠心ファン付ヒートシンクは、カバーの空気取り入れ口
から遠心ファンによって取り入れた空気の一部を、カバーの内壁面に沿って速い流れに変
えて、直接空気吹き出し口から筐体外に排出してしまうという思想を備えている。
【００３９】
　このように、カバーの空気取り入れ口から遠心ファンによって取り入れた空気の一部を
、カバーの内壁面に沿って速い流れに変えて、直接空気吹き出し口から筐体外に排出する
ことによって、筐体内の周辺に位置する発熱体を冷却することができる。
【００４０】
　図４は、直接放出ルート、即ち、カバーの空気取り入れ口から遠心ファンによって取り
入れた空気の一部を、カバーの内壁面に沿って速い流れに変えて、直接空気吹き出し口か
ら筐体外に排出する空気の流れを説明する図である。
【００４１】
　図４に示すように、遠心ファンの放熱フィン部に相対しない側は、上述したようにカバ
ーの内壁面に相対している。放熱フィン部の別のフィン縁部１５は、カバーの内壁面と直
接接している。従って、遠心ファンによって生じた空気流の一部は、矢印１８に示すよう
に、カバーの半円周面形状の内壁面に沿って流れ、カバーの壁面を形成する曲面が変わる
変換部１６において、矢印１９に示すように更に加速されてカバー内壁面に沿って大きな
流れとなって空気吹き出し口に向かう。このように加速され大きな流れとなった空気流は
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、筐体の外側に直接排出される。
【００４２】
　図４に示すカバーの壁面を形成する曲面が変わる変換部１６の形状は、放熱フィン部の
半円周状の空気流入部と連絡しカバーの内壁に沿って伸びる曲線部の境界部分２１の形状
と共に、遠心ファンによって生じた空気流がカバーの内壁に沿って加速され大きな流れに
なるように流体力学的に設計されたものが望ましい。
【００４３】
　図５は、遠心ファンに相対する放熱フィン部内を通過する空気流を説明する図である。
空気取り入れ口から取り入れられ、遠心ファンによって相対する放熱フィン部の半円周状
の空気流入部に向かう空気流は、矢印２２に示すように、放射状に放熱フィンの間を通り
、緩やかに空気吹き出し口に向かって方向を変換しつつ流れる。この流れは、例えば、ヒ
ートパイプ７によって発熱体の熱が受熱ブロック６に移動され、放熱フィン部に伝わった
熱をその中を通過する空気流によって空気吹き出し口に向かって移動し、筐体外に排出す
る流れである。
【００４４】
　図６は、この発明の遠心ファン付ヒートシンクにおける空気流を説明する図である。図
６に示すように、図４を参照して説明した、カバーの内壁に沿って加速して大きな流れと
なり空気吹き出し口から筐体外に直接排出される空気流と、図５を参照して説明した、発
熱体の熱が受熱ブロック６に移動され、放熱フィン部に伝わった熱をその中を通過する空
気流によって空気吹き出し口に向かって移動し、筐体外に排出する流れの２つの流れが生
じている。これによって、受熱ブロックに熱的に接続された発熱体の熱と、周辺に位置す
る発熱体の熱を効果的に筐体外に排出することができる。
【００４５】
　なお、受熱ブロック２はアルミニウム、銅等の熱伝導性に優れた金属材料から作製され
ており、その形状は、円柱、四角柱、多角柱等、発熱素子の形状に応じて適切に選ぶこと
ができる。なお、高さの異なる複数の発熱素子に接続する場合には、発熱素子に対応して
、受熱面に凹凸を形成してもよい。
【００４６】
　上述したように、受熱ブロックとヒートパイプとの接続を容易にするために、対応する
溝部を設け、ヒートパイプとの間の接触面積を広げて熱伝導性を高めてもよい。ヒートパ
イプとして、それに限定されることはないが、丸型ヒートパイプを用いることが好ましい
。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】図１は、この発明の遠心ファン付ヒートシンクの１つの態様を表側から見た状態
を示す斜視図である。
【図２】図２は、図２は、図１に示すこの発明の遠心ファン付ヒートシンクの１つの態様
を裏側から見た状態を示す斜視図である。
【図３】図３は、この発明の遠心ファン付ヒートシンクを分解して説明する図である。図
３（ａ）はカバーを示す。図３（ｂ）は所定の間隔で積層された薄板フィンを備えた熱伝
導性に優れた底部を示す。図３（ｃ）は遠心ファンを示す。
【図４】図４は、この発明の遠心ファン付ヒートシンクの空気の流れを説明する図である
。
【図５】図５は、この発明の遠心ファン付ヒートシンクの空気の流れを説明する図である
。
【図６】図６は、この発明の遠心ファン付ヒートシンクの空気の流れを説明する図である
。
【符号の説明】
【００４８】
１　この発明の遠心ファン付ヒートシンク
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２　カバー
３　底部
３－１　ドーナツ状部分
３－２　フィン配置部分
４　遠心ファン
４－１　インペラー
４－２　周縁部
５　放熱フィン部
６　受熱ブロック
７　ヒートパイプ
１０　空気取り入れ口
１１　空気吹き出し口
１２　放熱フィン部の半円周状の空気流入部
１３　曲線部
１４　吹き出し部
１５　別のフィン縁部
１６　変換部
１８、１９、２０、２２　空気流
２１　境界部分　

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】
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